
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

六

六

号

赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
賞
品
と
す
る
川
口
賞
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
賞
品
と
す
る
川
口
賞
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
務
省
に
川
口
賞
と
い
う
褒
賞
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
承
知
す
る
が
、
賞
の
制
定
は
決
裁
書
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も

の
か
。
決
裁
書
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

川
口
賞
の
選
考
委
員
は
誰
か
。
選
考
委
員
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
ば
れ
た
か
。
選
考
委
員
に
対
し
て
報
酬
が
支
払
わ
れ

た
か
。

三

国
家
公
務
員
法
も
し
く
は
外
務
省
内
規
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
が
川
口
賞
を
受
賞
し
た
事
例
が
あ
る
か
。

四

川
口
賞
の
選
考
会
議
並
び
に
授
賞
式
は
勤
務
時
間
中
に
行
わ
れ
た
か
。

五

川
口
賞
の
賞
品
と
し
て
、
英
文
でC

H
A
LLE

N
G
E
M
O
FA

（
挑
戦
外
務
省
）
と
の
文
字
が
記
さ
れ
た
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
が

授
与
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。
右
の
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
作
成
費
用
は
公
金
か
ら
支
出
さ
れ
た
か
。

六

川
口
賞
は
現
在
も
存
在
す
る
か
。
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
打
ち
切
り
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
か
。
打
ち
切
り
に
関
す
る
決
裁
書
は
存
在
す
る
か
。

七

川
口
賞
の
制
定
に
よ
り
外
務
省
職
員
の
士
気
は
向
上
し
た
と
外
務
省
は
評
価
し
て
い
る
か
。
向
上
し
た
と
評
価
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



八

川
口
順
子
外
務
大
臣
が
在
任
中
に
国
家
公
務
員
法
に
よ
る
懲
戒
を
受
け
た
外
務
省
職
員
は
何
名
か
。

九

川
口
順
子
外
務
大
臣
が
在
任
中
に
外
務
省
内
規
に
よ
り
懲
戒
を
受
け
た
外
務
省
職
員
は
何
名
か
。

右
質
問
す
る
。

二


